
第Ⅵ章 ２－５． 拠出中断再開取消 

Ⅵ－２－５－１ 

 

 

拠出中断や拠出再開処理を行った後、その処理を取消します。 

本処理は、直近の再開処理又は中断処理を取消することになります。「拠出再開」を取消すると、「拠出中

断」の状態へ戻り、「拠出中断」を取消すると、「拠出中」の状態へ戻ります。 

 

（１） 処理期限 

拠出中断再開処理が誤って登録されていたことが判明次第、速やかに処理を行ってください。 

ただし、拠出日間近に取消処理を行うと、その月の掛金に大きく影響を与える場合があります。 

拠出中断再開取消を行う場合は、事前に必ず確定拠出年金管理部事務担当者まで連絡してくださ

い。 
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・ 拠出再開処理を取消した場合 

例えば、２００８年３月度掛金（４月入金分）～２００８年４月度掛金（５月入金分）の２ヶ月分の拠出

を中断しており、２００８年５月度掛金（６月入金分）から再開したとします（既に、２００８年５月度掛

金（６月入金分）までの入金が終わっているものとします）。その再開処理を２００８年６月２６日に

取消した場合、中断者に戻りますので、取消する前の再開処理によって拠出された２００８年５月

度掛金（６月入金分）は、拠出対象ではないと判定され、事業主へ返戻されます。十分注意してく

ださい。詳細は下記の図を確認してください。 

 

3月

中断・再開処理

拠出

取消の結果

取消処理の結果

7月

中断者に戻るため、この1ヶ月分が
事業主へ返戻

4月 5月 6月

拠出中断
（2008年3月適用【4月入金分】と

4月【5月入金分】）
5月適用（6月入金分）

で再開登録

（処理日：6/26）
再開取消処理
中断者に戻る

拠出中断登録されているため、拠出なし
3月度掛金【4月入金分】・4月度掛金【5月入金

分】
再開のため拠出あり

5月度掛金【6月入金分】
6月度掛金【7月入金分】以降、
拠出中断登録のため、拠出なし

 

注意 
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Ⅵ－２－５－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 拠出中断処理を取消した場合 

例えば、２００８年４月適用(５月入金分)～２００８年５月（６月入金分）の２ヶ月分の中断処理を登録して

いたため、拠出はなかったものとします（既に、２００８年５月度掛金（６月入金分）までの入金が終わっ

ているものとします）。その処理を２００８年６月２６日に取消した場合、拠出対象者に戻りますので、本

来であれば、この２ヶ月分は拠出対象となりますが、その場合、拠出していなかった期間分を、後から

追加拠出することはできませんので注意してください。詳細は下記の図を確認してください。 

3月

中断処理 加入者
（拠出対象）

拠出 拠出あり
3月度掛金

【4月入金分】
拠出中断登録されているため、拠出なし

4月度掛金【5月入金分】・5月度掛金【6月入金分】
拠出あり

6月度掛金【7月入金分】

取消処理の結果

4月度掛金と5月度掛金の拠出対象者となりますが、
後から２ヶ月分の掛金を追納することはできません。

4月 5月 6月 7月

（処理日：6/26）
中断の取消処理

拠出対象者に戻る
（処理日：4/10）
拠出中断処理登録（2008年4月適用）

拠出中断中

 

 

注意 
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Ⅵ－２－５－３ 

（２）ＮＲＫＷＥＢ事務システムでの手続きの流れ 

①「加入者業務（取消訂正）」を選択します。 

②検索条件を入力し、表示をクリックします。 

③対象者を選択します。 

 

 

① クリック 

 

②検索条件を入力し、「表示」をクリック 

③選択 
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Ⅵ－２－５－４ 

④「取消訂正事由」の▼をクリックし、「加入者拠出中断・再開取消」を選択します。 

⑤はいをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④選択 

⑤クリック 



第Ⅵ章 ２－５． 拠出中断再開取消 

Ⅵ－２－５－５ 

⑥表示内容を確認し、取消内容が正しければはいボタンをクリックします。 

（取消内容に誤りがあった場合は、戻るをクリックすると、全画面に戻ります。） 

 

 

⑥クリック 
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Ⅵ－２－５－６ 

 

・ 必要があれば、適宜印刷・保存を行っていただき、変更の確認書類として保管等行って

ください。 

・ 変更完了画面は、一度閉じてしまうと、再度表示することはできません。 

 

⑦決定を行うと、下記のような「送信完了」画面が表示されますので、内容を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 


